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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

営業収益 (百万円) 1,235 1,344 1,465 1,489 1,619

経常利益 (百万円) 733 1,023 1,156 1,163 1,284

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 376 487 688 589 756

包括利益 (百万円) △62 793 418 533 930

純資産額 (百万円) 8,004 13,642 21,800 22,334 23,265

総資産額 (百万円) 15,113 15,457 23,302 23,896 24,780

１株当たり純資産額 (円) 375.43 425.93 522.68 534.73 555.30

１株当たり当期純利益
金額

(円) 22.54 17.90 18.41 14.72 18.91

自己資本比率 (％) 48.2 82.7 89.8 89.5 89.7

自己資本利益率 (％) 5.9 4.9 4.1 2.8 3.5

株価収益率 (倍) 22.0 46.3 54.9 37.0 48.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △135 990 665 1,013 947

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 446 425 △8,676 △179 △375

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △25 △782 7,476 △0 △0

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 1,303 1,954 1,390 2,212 2,800

従業員数 (人) 40 38 38 39 41

(注)１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．第６期において、Pasific State Holdings Ltd.を割当先とする第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)

により3,880,000株の新株発行を行っております。これにより、資本金及び資本準備金が増加したため、純資

産及び自己資本比率が増加しております。

３．第７期において、Century Paramount Investment Ltd.及び Long Wing Holdings Ltd.を割当先とする第三者

割当(デット・エクイティ・スワップ)により10,600,000株の新株発行を行っております。これにより、資本

金及び資本準備金が増加したため、純資産及び自己資本比率が増加しております。

４．第８期において、株式会社クラウンユナイテッドを割当先とする第三者割当により10,000,000株の新株発行

を行っております。これにより、資本金及び資本準備金が増加したため、純資産及び総資産が増加しており

ます。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第８期の期

首から適用しており、第７期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっております。

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

営業収益 (百万円) 310 372 355 340 355

経常利益 (百万円) 150 243 283 320 360

当期純利益 (百万円) 138 241 282 319 358

資本金 (百万円) 2,925 5,347 9,217 9,217 9,217

発行済株式総数 (千株) 19,414 30,014 40,014 40,014 40,014

純資産額 (百万円) 6,122 11,208 19,231 19,550 19,908

総資産額 (百万円) 12,116 11,612 19,251 19,571 19,934

１株当たり純資産額 (円) 315.37 373.45 480.60 488.58 497.53

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円) ― ― ― ― ―

(円) (―) (―) (―) (―) (－)

１株当たり当期純利益金額 (円) 8.28 8.87 7.55 7.98 8.95

自己資本比率 (％) 50.5 96.5 99.9 99.9 99.9

自己資本利益率 (％) 2.7 2.8 1.8 1.6 1.8

株価収益率 (倍) 60.0 93.3 133.8 68.3 103.1

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (人) 5 6 7 7 10

株主総利回り
(比較指標：TOPIX(配当込))

(％) 129.4 215.6 263.0 141.9 240.4

(％) (114.7) （132.9) (126.2) (114.2) (162.3)

最高株価 (円) 637 1,015 1,488 1,195 1,366

最低株価 (円) 332 453 690 461 492

(注)１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．第６期において、Pasific State Holdings Ltd.を割当先とする第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)

により3,880,000株の新株発行を行っております。これにより、資本金、純資産及び自己資本比率が増加して

おります。

３．第７期において、Century Paramount Investment Ltd.及び Long Wing Holdings Ltd.を割当先とする第三者

割当(デット・エクイティ・スワップ)により10,600,000株の新株発行を行っております。これにより、資本

金、純資産及び自己資本比率が増加しております。

４．第８期において、株式会社クラウンユナイテッドを割当先とする第三者割当により10,000,000株の新株発行

を行っております。これにより、資本金、純資産及び総資産が増加しております。

５．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【沿革】

当社は、2011年10月３日に宮越商事株式会社（現商号 クラウン株式会社）の単独株式移転により、持株会社とし

て設立されました。

年月 概要

2011年10月 宮越商事株式会社（現商号 クラウン株式会社）（現・連結子会社）が単独株式移転により

「宮越ホールディングス株式会社」を設立。

宮越ホールディングス株式会社の株式を東京証券取引所（市場第一部）及び大阪証券取引所

（市場第一部）に上場。

2015年４月 現地法人「皇冠投資管理有限公司」（現・連結子会社）を香港に設立。

2016年４月 現地法人「科浪（深セン）商務有限公司」（現・連結子会社）を深セン市前海に設立。

2016年12月 第三者割当増資により資本金を2,925百万円に増資

2017年７月 第三者割当増資により資本金を5,347百万円に増資

2018年７月 第三者割当増資により資本金を9,217百万円に増資

クラウン株式会社（旧商号 宮越商事株式会社）（株式移転完全子会社）の沿革は以下のとおりであります。
　

年月 概要

1948年５月 会社設立。一般無線電機器具部品の製造販売を開始。

1955年４月 ポータブルラジオの製造を開始するとともに「CROWN」ブランドで輸出を開始。

1960年４月 商号をクラウン株式会社(英文：CROWN RADIO CORPORATION)に変更。

1961年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

1965年５月 白黒テレビの製造を開始。

1968年11月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。

1969年10月 東京、大阪証券取引所市場第一部に指定。

1970年５月 カラーテレビの製造を開始。

1985年７月 英文名商号をCROWN CORPORATION に変更。

1987年10月 東京証券取引所市場第二部上場の「田尻機械工業株式会社」を吸収合併。

1993年10月 商号を宮越商事株式会社(英文：MIYAKOSHI CORPORATION)に変更。

2005年11月 現地法人「隆邦医葯貿易有限公司」(現・連結子会社)を中国に設立。

2005年12月 現地法人「CROWN PRECISION (HK) CO.,LTD.」(現・連結子会社)の株式を取得。

2006年１月 現地法人「深セン皇冠 (中国) 電子有限公司」(現・連結子会社)の株式を取得。

2011年９月 東京証券取引所（市場第一部）及び大阪証券取引所（市場第一部）での株式の上場廃止。

2011年10月 単独株式移転により持株会社「宮越ホールディングス株式会社」を設立。

2012年７月 商号をクラウン株式会社(英文：CROWN CORPORATION)に変更。
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３ 【事業の内容】

当社は、2011年10月３日付で、宮越商事株式会社（現商号 クラウン株式会社）が単独株式移転により同社の完全親

会社として設立した純粋持株会社であります。

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、宮越ホールディングス株式会社（当社）及び連結子会社７社により

構成され、「不動産開発及び賃貸管理」を主な事業としております。

事業における当社及び関係会社の位置付けは次のとおりであります。

区 分 会 社 名

持株会社 宮越ホールディングス株式会社（当社）

不動産開発及び賃貸管理事業
深セン皇冠(中国)電子有限公司（連結子会社）

科浪(深セン)商務有限公司（連結子会社）

その他事業

クラウン株式会社（連結子会社）

隆邦医葯貿易有限公司（連結子会社）

深セン皇冠金属成型有限公司（連結子会社）

CROWN PRECISION(HK)CO., LTD.（連結子会社）

皇冠投資管理有限公司（連結子会社）

(注)１．クラウン株式会社は、深セン皇冠(中国)電子有限公司の持株会社であります。

　 ２．CROWN PRECISION(HK)CO.,LTD.は深セン皇冠金属成型有限公司の持株会社であります。

　 ３．皇冠投資管理有限公司は、科浪(深セン)商務有限公司の持株会社であります。

当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これ

によりインサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなりま

す。

事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

クラウン株式会社
(旧商号 宮越商事株式会社)

（注２）

東京都大田区 100百万円

深 セ ン 皇 冠
(中国)電子有
限公司の管理
運営

所有100.0 役員の兼任等・・・２名

深セン皇冠(中国)
電子有限公司

（注２）（注４）

中国広東省深セン市 USD 1,500万
不動産開発及
び賃貸管理

所有 90.0
(90.0)

当社が経営指導を行って
おります。
役員の兼任等・・・１名

隆邦医葯貿易
有限公司

中国吉林省長春市 510百万円
医薬品及び医
療器具等の卸
販売

所有100.0
(100.0)

当社が経営指導を行って
おります。
役員の兼任等・・・１名

深セン皇冠金属
成型有限公司

中国広東省深セン市 USD 300万
金属加工品の
製造販売

所有 67.0
(67.0)

役員の兼任等・・・２名

CROWN PRECISION
(HK)CO.,LTD.

（注３）

Causeway Bay,
Hong Kong

HKD 50万
深セン皇冠金
属成型有限公
司の管理運営

所有100.0
(100.0)

役員の兼任等・・・１名

皇冠投資管理
有限公司

Causeway Bay,
Hong Kong

HKD 150万
投資・資産管
理等

所有100.0 ―

科浪(深セン)商務
　 有限公司

中国広東省深セン市 人民元100万
コンサルティ
ング・不動産
賃貸管理

所有100.0
(100.0)

―

(注)１．「議決権の所有割合」の（ ）内は間接所有割合を内数で示しております。

２．特定子会社に該当します。

３．CROWN PRECISION(HK)CO.,LTD.は債務超過会社であり、2020年12月時点で債務超過額は249百万円でありま

す。

４．当社グループは単一セグメントであるためセグメント情報を開示しておりませんが、当社の連結売上高に占

める深セン皇冠(中国)電子有限公司の売上高の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載

を省略しております。

(2) その他の関係会社

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

株式会社クラウン
ユナイテッド

東京都大田区 10百万円 投資事業 (被所有) 38.7

企業誘致活動に関する人
的支援を行っておりま
す。
役員の兼任等・・・２名
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2021年３月31日現在

事業の名称 従業員数（名）

不動産開発及び賃貸管理 37

本社管理 4

合計 41

(注)１．当社グループの報告セグメントは、不動産開発及び賃貸管理の単一セグメントであるため、セグメント別の

従業員数については記載を省略しております。

２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員はおりません。

(2) 提出会社の状況

2021年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

10 53.1 2.9 7,909

(注)１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員はおりません。

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

３．提出会社の従業員数のうち６人は不動産開発及び賃貸管理事業に属しております。

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

（1）経営方針

当社グループは、広い視野に立った透明性の高い企業活動を推進し、公平・公正かつ誠実な投資業務により適正

な利益を確保する事によって株主及び取引先などすべてのステークホルダーの期待に応えるとともに社会の公器と

しての社会的責任を果たすことを経営の基本方針としております。具体的には経営戦略を樹立する持株会社と事業

を遂行する各事業会社を明確に区分し、経営資源の有効的な活用とコーポレート・ガバナンスの確立した経営を行

うことにより、経営の効率化を図り、企業の持続的な成長と共に企業価値の向上を目指しております。

また、株主価値を重視する観点から、一株当たりの当期純利益（EPS）及び自己資本利益率（ROE）を経営指標と

しておりますが、長期的な目標値をEPS25円、ROE5％超に設定しております。

（2）経営環境及び対処すべき課題

当社グループが進める中国深センプロジェクトは、皇冠電子が所在する車公廟エリア全体が深セン市政府主導に

よる都市更新プロジェクトに格上げされ、「福田区沙頭街道車公廟エリア一斉改造・アップグレード」（改造予定

土地面積29万㎡）として官民一体の再開発を進めることとなりました。当社グループは当局の方針に賛同し、本年5

月21日開発意向がある旨の申請書を提出し、皇冠エリアの開発実施主体として、アジアNo.1の規模を誇る「ワール

ド・イノベーション・センター」（仮称：ＷＩＣ）構想の再開発を進めることとなります。

これに伴い、当社グループは日本をはじめ欧米亜の主要国から、先進的ハイテク・医療の大手企業200社の誘致を

実現する一方で、進出企業がイノベーションに専念できるためのハード・ソフト両面において様々なサービスを提

供するイノベーションセンターを構築する必要があります。具体的には、ハード面では環境に配慮したスマートシ

ティの建設を進め、ソフト面においては大手IT、AI関連企業と提携してイノベーション・プラットフォーム等を構

築し、進出企業同士、地元大手企業およびスタートアップ企業とのマッチングやオープンイノベーションに貢献し

てまいります。

企業誘致に関しては、既に、ＷⅠＣへの進出の意向を表明している日本の大手先進的企業が70社を超えており、

更に欧米亜の大手上場企業への誘致活動を開始しております。

また、純粋持株会社体制におけるコーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムの確立と継続的な維持並び

に改善により、企業体質の強化と経営基盤の確立を図り、企業価値の向上に一層努めてまいる所存であります。

２ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、主な事項を記載しており

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても投資者の皆様の投資判断に重要であると

考えられる事項につきましては、積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（1）為替レート変動のリスク

海外子会社の財務諸表上の現地通貨建ての項目は、連結財務諸表を作成するために円換算されております。今

後、事業拠点である中国の経済状況、米中の経済摩擦等によっては換算時の為替レートにより円換算後の計上額

が影響を受ける可能性があります。

また、不動産再開発事業においては、事業資金の調達のため、今後日本から増資等の投資を行う予定ですが、

これらの投資は現地通貨における事業資金の価値が変わらなかったとしても、払込時の為替レートによって投資

額に影響を及ぼす可能性があります。

　



― 9 ―

（2）新型コロナ感染症に関するリスク

当社グループの主要な事業拠点である中国深セン市では新型コロナウイルスの感染が早期に収束したため、大

きな影響は出ておりませんが、感染拡大を防ぐ行政指導により店舗閉鎖などの影響で一部テナントから賃料免除

の要請がありましたが協議により解決しており、今後、再感染等の可能性は低いと思われるものの、十分な注意

を要するものと思われます。

（3）不動産市況変動のリスク

中国深センにおける不動産再開発事業においては、国内外の要因により景気が悪化し、それに合わせて不動産

市況が悪化する場合は、当該開発事業にも影響を与える可能性があります。

当社グループが進める当該開発事業は長期にわたり大規模な投資になるため、市況変動には注意を要するもの

と思われます。なお、ＷＩＣの入居率100%を達成するため、グループ内に特別チームを編成し、建物の建設に先

行して日本、欧米亜の先進的大手企業の誘致を積極的に進めております。

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

① 経営成績の状況

当連結会計年度における当社グループを取り巻く世界経済は、新型コロナウイルス感染症の収束がなお見通せな

いものの、各国政府や中央銀行による緊急的な各種政策対応、もしくはワクチン生産への期待感などを追い風に株

価が昨年３月を底として世界的に上昇に転じるなど総じて明るい兆しが強まりました。

一方、日本では2020年末に感染者数の記録的な増加と医療提供体制逼迫に伴い政府が2021年１月から東京都など

に２回目の緊急事態宣言を発出しましたが、同宣言は３月下旬まで期限が延長されるなど国内経済・消費に強い下

押し圧力がかかりました。

こうした中で、当社グループが主要な事業拠点を置く中国深セン市は、新型コロナウイルスの感染の早期収束を

テコに域内総生産の成長率が前年比3.1%のプラスを記録し中国全土の成長率を上回るなど、経済活動は底堅く推移

しています。当社グループの大きな収益基盤は中国の不動産賃貸管理事業であるため、業績は新型コロナの感染で

も特段大きな影響を受けておりません。不動産賃貸管理事業は稼働率の高い安定した収益基盤の強化に取り組んで

おり、営業収益及び営業利益が前期に比べ増加し、更に為替差損の減少により経常利益及び親会社株主に帰属する

当期純利益も増加しております。

この結果、当連結会計年度における営業収益は1,619百万円（前期比8.8%増）、営業利益1,043百万円（前期比

7.2%増）、経常利益1,284百万円（前期比10.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益756百万円（前期比28.4%

増）を計上いたしました。

不動産開発事業について

ＷＩＣ深センプロジェクトは当社グループが土地使用権を所有する深セン市福田区の土地・建物を再開発し、新

たに世界中のグローバル企業が本格的な研究開発やマーケティング拠点、もしくは中国本社機能を置くことができ

る総延べ床面積70万㎡の大規模施設「ワールド・イノベーシヨン・センター」（仮称:ＷＩＣ）を建設する構想であ

ります。

深センは広東省、香港、マカオを包含したグレーター・ベイエリア（粤港澳大湾区）の中心で、中国中央政府は

この地域を世界有数のハイテク産業集積地帯として重点的に強化する発展計画を進めております。当社グループは

開発実施主体として開発許可を取得するためのプロセスを本格化させるべく、現地当局と緊密な協議を重ねており、

現在2021年内にも現地当局と開発の主要な諸条件を固めたうえでできるだけ早期に着工し、2023年には第一期完工、

2025年中にはグランドオープンすることを目指しております。一方で、精力的な企業誘致活動によって日本からは

現時点ですでに上場企業を中心に70社に上る優良企業がＷＩＣ進出の意向を表明し、今後、開発手続きが進むに従

って参画する企業はさらに増えるものと思われます。なお、昨年末からは国内と並行してアメリカ、欧州など海外

トップクラスのグローバル企業に対する誘致活動もスタートし、大手企業への働きかけを本格化させております。

人材につきましては積極的な採用を進めておりますが、深センプロジェクトの進展や業容拡大を見据え、引き続

き当社グループの将来を担う有能な人材を厳選して獲得に取り組んでまいる所存であります。
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当社グループは、「不動産開発及び賃貸管理事業」のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省

略しております。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ587

百万円増加し、2,800百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は、947百万円増加（前期は1,013百万円の増加）いたしました。これは主に、税金等調整前

当期純利益1,284百万円による増加と法人税等の支払額443百万円による減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は、375百万円減少（前期は179百万円の減少）いたしました。これは、定期預金の解約や満

期の払戻し、貸付金の回収等による収入があった一方で、新規の定期預金の預入や貸付け、長期前払費用の支出等

があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は、自己株式の取得によるものであります。

③ 仕入、成約及び販売の実績

当社グループは、不動産開発及び賃貸管理を主な事業としているため、仕入実績、成約状況について記載すべ

き事項はありません。

売上の状況

当連結会計年度における売上実績は、次のとおりであります。

なお、当社グループは、「不動産開発及び賃貸管理事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記

載を省略しております。

　

区分 金額(百万円) 前期比(％)

不動産賃貸管理収入 1,619 8.8

合計 1,619 8.8

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日（2021年６月28日）現在において当社グループが判断したもので

あります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作

成されております。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １連結財

務諸表等 (1）連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。こ

の連結財務諸表作成にあたって、見積りが必要となる事項については合理的な基準に基づき会計上の見積りを行

っております。

なお、当社グループの連結財務諸表に影響を及ぼす可能性がある主な見積りとして、以下の会計処理がありま

す。
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（貸倒引当金）

貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を個

別に検討した必要額を計上しております。債務者の支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があ

ります。

個別の回収可能性の検討においては、債務者の財務面を中心に、定量的・定性的の両面における分析を行い決

定しております。その際、新型コロナウイルス感染症拡大リスクによる債務者の業績・財務体質への影響度合い

も重要な検討要素として考慮しております。

② 財政状態の分析

当社グループの当連結会計年度末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ884百万円増加し、24,780百万

円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加によるものであります。負債は、前連結会計年度末に比

べ46百万円減少し、1,515百万円となりました。この主な要因は、未払金等の減少によるものであります。純資産

は、前連結会計年度末に比べ930百万円増加し、23,265百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加

によるものであります。

③ 経営成績の分析

　 イ．営業収益

営業収益は、前連結会計年度の1,489百万円と比較して130百万円（前期比8.8%）増加し、1,619百万円となりま

した。この主な要因は、新規テナントの入居による賃料収入の増加や駐車場収入の増加に加え、一部テナントの

中途解約に伴う違約金収入が発生したことによるものであります。

　 ロ．営業利益

当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度の973百万円と比較して69百万円（前期比7.2%）増加し、1,043

百万円となりました。この主な要因は、営業収益が増加した一方で、長期前払費用償却の計上により販売費及び

一般管理費が増加したことによるものであります。

ハ．経常利益

当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度の1,163百万円と比較して121百万円（前期比10.4%）増加し、

1,284百万円となりました。なお、営業外収益の主な収入は受取利息185百万円であります。

　 ニ．親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の589百万円と比較して167百万円（前

期比28.4%）増加し、756百万円となりました。この主な要因は、法人税等の減少によるものであります。

　④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　 イ．キャッシュ・フロー

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概要につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1） 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状

況」をご参照ください。

ロ．財政政策

当社グループの今後の資金需要のうち主なものは、子会社皇冠電子における不動産再開発に必要な投資資金

（約70億元）であります。現在、再開発の許認可機関である深セン市政府と協議を行っておりましたが、深セン

市政府の主導により、皇冠電子を中心にして、皇冠電子の所在地である車公廟エリア全体を再開発する方向性が

打ち出され、当社グループは政府提案に同意する申請書を本年５月21日に提出いたしました。このため、不動産

再開発の進度が格段に早まるものと想定しております。

今後、皇冠電子の資本の増額（総事業費の30%相当額）に加え、再開発の進捗度合いを図りながら投資資金の調

達を進める所存であります。その際には、2018年7月に実施した第三者割当増資に加え、必要に応じて金融機関等

からの資金調達を行う予定であります。
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　 ⑤ 経営者の問題認識と今後の方針について

経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課

題等」に記載のとおりでありますが、当社が設定しております経営指標においては、EPSが目標値25円に対して当

連結会計年度末18円91銭、ROEが目標値5％超に対して当連結会計年度末3.5%となりました。今後、当社グループ

の業績において核となる不動産再開発に向けては、継続して経営資源を重点的に投入する一方で、大型案件であ

ることを踏まえて、プロジェクトを４期に分けて実施するなどリスクを分散化させながら、営業収益の安定化と

成長性を図ってまいります。

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において、特記すべき設備投資額はありません。

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。

(1) 提出会社

当連結会計年度末において、特記すべき設備はありません。なお、本社事務所は賃借しており、当連結会計年度

における賃借料は16百万円であります。

(2) 国内子会社

当連結会計年度末において、特記すべき設備はありません。

(3) 在外子会社

2020年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地使用
権(面積
127千㎡)

その他 合計

深セン皇冠
(中国)電子
有限公司

本社・事務所
(中国広東省
深セン市)

不動産開発及び
賃貸管理

賃貸
設備

0 1 896 3 901 31

３ 【設備の新設、除却等の計画】

特記すべき事項はありません。

　



― 14 ―

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2021年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年６月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 40,014,943 40,014,943
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

計 40,014,943 40,014,943 ― ―

(注) 発行済株式のうち14,480,000株は、債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）により発行されたもので

あります。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2017年7月5日
(注１)

10,600 30,014 2,422 5,347 2,422 4,347

2018年7月5日
(注２)

10,000 40,014 3,870 9,217 3,870 8,217

(注)１.有償第三者割当（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資）

　 発行価格 457円

　 資本組入額 228円50銭
　 割当先 ①Century Paramount Investment Ltd.

②Long Wing Holdings Ltd.
２.有償第三者割当

　 発行価格 774円

　 資本組入額 387円

　 割当先 株式会社クラウンユナイテッド

　



― 15 ―

(5) 【所有者別状況】

2021年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株) 単元未
満株式
の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 15 32 40 38 14 4,157 4,296 ―

所有株式数
(単元)

― 7,008 6,057 155,832 196,793 112 34,223 400,025 12,443

所有株式数
の割合(％)

― 1.75 1.51 38.96 49.20 0.03 8.55 100.00 ―

(注)１．自己株式563株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。

２．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2021年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

株式会社クラウンユナイテッド 東京都大田区大森北1丁目23番1号 15,498 38.73

センチュリー パラマウント インベストメン
ト リミテッド
(常任代理人 リーディング証券㈱)

Room1903, 19/F., Emperor Group Centre,
288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
(東京都中央区新川1丁目8-8）

5,300 13.25

ロンウィン ホールディングス リミテッド
(常任代理人 リーディング証券㈱)

14F, Winfull Commercial Building
172-176, Wing Lok Street, Sheung Wan,
Hong Kong (東京都中央区新川1丁目8-8)

5,000 12.50

パシフィック ステート ホールディングス
リミテッド
(常任代理人 リーディング証券㈱)

Unit 1205, 12/F., Mirror Tower,61 Mody
Road,Tsimshatsui East Kowloon, Hong
Kong (東京都中央区新川1丁目8-8)

3,880 9.70

アジアン スカイ インベストメンツ リミテ
ッド
(常任代理人 リーディング証券㈱)

42 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(東京都中央区新川1丁目8-8)

3,183 7.96

PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED
(常任代理人 フィリップ証券㈱)

United Ctr 11/F,Queensway 95, Admiralty
Hong Kong(東京都中央区日本橋兜町4-2)

1,057 2.64

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SINGAPORE/JASDEC/UOBKHP/L-UOBHK-ACCLT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストデ
ィ業務部)

20 Collyer Quay , #01-01 Tung Centre,
Singapore 049319
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

1,024 2.56

楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 317 0.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信
託口）

東京都港区浜松町2丁目11番3号 243 0.61

渡邉 敏行 神奈川県横浜市旭区 204 0.51

計 ― 35,709 89.24

※１．前事業年度末において大株主であったキロパワー リミテッド、サイノ ブライト リミテッド及びフォーチュ

ーン スプライト ホールディングス リミテッドにつきましては、2020年３月31日現在、それぞれ1,024千株、

530千株及び500千株保有している旨を記載しておりましたが、当社としては2021年３月31日現在における実

質保有株式数が確認できないため上記表に含めておらず、PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED及びBNP

PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE/JASDEC/UOBKHP/L-UOBHK-ACCLTにつきましては、株主名簿の記載内

容に基づいて記載しております。

　２．前事業年度末において大株主であった日本証券金融株式会社は、当事業年度末においては大株主でなくなり、

新たに、楽天証券株式会社及び渡邉敏行氏が大株主となりました。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 500

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 40,002,000 400,020 ―

単元未満株式 普通株式 12,443 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 40,014,943 ― ―

総株主の議決権 ― 400,020 ―

(注)１．「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,400株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数44個が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
宮越ホールディングス
株式会社

東京都大田区大森北
一丁目23番１号

500 ― 500 0.00

計 ― 500 ― 500 0.00

保有期間等の確約を所得者と締結している株式の移動について

2018年７月５日付の第三者割当により発行した株式の取得者（株式会社クラウンユナイテッド）から、㈱東京

証券取引所の規則に基づき、2018年７月５日から２年以内に当社株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ち

に当社へ報告する旨の確約を得ております。なお、当該株式につきましては、当該日から2020年７月５日（第三

者割当増資後２年を経過した日）までの間に、株式の移動は行われておりません。

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 26 0

当期間における取得自己株式 ― ―

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 563 ─ 563 ─

(注) 当期間における保有自己株式には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含まれておりません。

　

３ 【配当政策】

配当政策の基本的な方針は、株主の皆様への長期的、安定的な利益還元が重要であると考え、業績に対応した配当

を実施する所存でありますが、一方で、企業体質の強化及び今後の中国における不動産開発等の事業拡大における資

金需要に備え、内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。

また、毎事業年度における配当は、中間配当及び期末配当の年２回とし、これら配当の決定機関は取締役会であり

ます。

当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きますが、内部留保資金の使途につきましては、

不動産開発等のプロジェクト資金として投入させていただく所存であります。

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はグループ各社の事業活動を支配・管理する持株会社として、企業価値の継続的な向上と企業の社会的責

任（ＣＳＲ）を果たし、株主や顧客などすべてのステークホルダーから信頼される企業の実現を目的としており

ます。

当社はそのために、コーポレート・ガバナンスを確立し、当社および子会社の役職員等に、法令および定款の

遵守並びに企業倫理を徹底すると共に、経営管理組織の透明性、健全性を高め、的確かつ迅速な経営の意思決定

と適正な業務執行体制を確立することを重要課題として位置付け、当社グループの企業価値をより高められるよ

う、内部統制システム、コンプライアンスリスク管理システムの整備に努めてまいります。
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② 企業統治体制の概要と当該体制を採用する理由

当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しておりま

す。

取締役会は、代表取締役会長兼社長 宮越邦正、取締役 矢沢俊樹、取締役 板倉啓太、監査等委員(委員長) 田

村幸治、監査等委員 宮越盛也、監査等委員 段鳳林の６名で構成されており、議長は代表取締役会長兼社長 宮越

邦正が努めております。取締役会は原則月１回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会

規程に定めらけた事項のほか、経営の基本方針等重要な業務に関する事項について審議し、意思決定を行ってお

ります。また、各取締役から業務執行に関し報告等を受け、相互に業務執行状況を監督しております。

監査等委員会は、監査等委員(委員長) 田村幸治、監査等委員 宮越盛也、監査等委員 段鳳林の３名で構成され

ており、全員が社外取締役であります。議長は、委員長である田村幸治が努めております。監査等委員会は、３

月に１回以上必要に応じ随時開催し、法令、定款及び監査等委員会規程に定められた事項について審議し、意思

決定を行っております。監査等委員は、取締役会のほか重要な会議等に出席し、業務を執行する取締役の職務が

適切に行われているか監視し、また、会計監査人や内部統制室との連携を密に行い、監査機能の強化を図ってお

ります。

会計監査人は、興亜監査法人であります。会計監査人は、監査等委員会、内部統制室等と連携を密に行い、随

時情報交換や意見交換等を行っております。

当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人および内部統制室並びに監査室が連携し、取締役会の監督機能

とコーポレート・ガバナンス体制の強化および経営の健全性と透明性の向上を図るため、現在の体制を採用して

おります。
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③ 企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備状況

取締役・取締役会、監査等委員・監査等委員会、監査室、コンプライアンスリスク管理委員会、内部統制室

等の各組織における選任・解任手続、監査手続、連携方法、報告義務についての体制を構築し、更に各種社内

規程・社内ルールの整備を図り、社内業務が適正・適切に行われていることを確認するための内部監査機能も

充実させてまいります。

　内部統制システム構築の基本方針の概略は、次のとおりです。

a 当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・取締役・使用人は、法令および定款、社内規程の遵守のみならず、企業の社会的責任を全うすることを目

的として「宮越ホールディングス行動規範」に沿って業務を執行する。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程に基づき適切に保存および管理する。

c 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

・内部統制室をリスク管理部門とし、関連部門と連携して、グループのリスク管理に関する施策を立案、推

進する。

d 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・各部門の機能、業務執行の範囲について職務分掌規程に定めるとともに、職務権限規程の定めにより、権

限の範囲および権限の委譲を明確にし、業務執行の効率性を確保する。

e 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社から定期的に業務内容の報告を受け、重要事項の事前協議を実施する。又、当社の監査室が必要に

応じて子会社の内部監査を実施する。

f 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の独立性を確保する体制

・監査等委員会の求めに応じて、その職務を補助すべき使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体

的内容は監査等委員会の意見を参考にする。また、当該使用人の人事（異動、処遇、懲戒等）については、

監査等委員会の意見を尊重し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

g 当社および子会社の取締役・使用人の監査等委員会への報告に関する体制並びに当社の監査等委員会に報告を

した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・取締役は、会社に重大な影響を及ぼす恐れがある事実を発見した場合、直ちに監査等委員に報告する。ま

た、取締役、使用人は監査等委員会の要求に応じて監査等委員会に出席し、必要な資料を添えて報告す

る。尚、当社および子会社は、監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告を理由として解雇等の不当

な処分を行わないことを徹底する。

h 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払また

は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員がその職務の執行に関して、費用の前払い等の請求を行った場合、職務の執行に必要でないと

認められた場合を除き、当該費用の前払い等を行う。

i その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて弁護

士等から助言を受けることができる。

ロ．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制としては、コンプライアンスリスク管理委員会を設置し、内部統制室が事務局として、関連

部門と連携してリスク管理に関する施策を立案、推進し、更に業務執行情報を取締役、監査等委員が適宜閲覧

できるシステムを構築した監視体制を敷いております。

ハ．サステナビリティの推進

当社グループのサステナビリティ推進を統括する機関として「サステナビリティ委員会」を設置しておりま

す。同委員会は当社の社長（委員長）のほか、統括責任者並びに執行役員等で構成され、サステナビリティの

方針、施策を立案、推進しております。
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ニ．定款規定の内容

a 取締役の定数

当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は７名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨

を定款に定めております。

b 取締役選解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選

任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、解任決議につきましては、会社法

第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席し

たその株主の議決権の過半数をもって行います。

c 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款に定めております。

d 取締役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の

規定により、会社法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任につき、取締役会の決議に

よって、法令の定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款に定めております。

また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との

間で、当該取締役の会社法第423条第１項の責任につき、金５百万円以上であらかじめ定める金額または法令

が定める額のいずれか高い額を限度として、その責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定

めております。

なお、当有価証券報告書提出日現在、当社は、社外取締役全員と当該責任限定契約を締結しております。

e 会計監査人の責任免除

当社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間で、会社法第423条第１項の責任につき、

金５百万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として、その責任を

限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

なお、当有価証券報告書提出日現在、当社は、会計監査人との間で当該責任限定契約を締結しておりま

す。

f 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
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(2) 【役員の状況】

　 ① 役員一覧

男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

代表取締役
会長兼社長

宮 越 邦 正 1941年２月６日生

1966年５月 東邦電器製作所 創業

代表

1968年７月 東邦電器㈱ 設立

代表取締役社長

1981年６月 ㈱クラウンユナイテッド

代表取締役社長 (現)

1993年６月 クラウン㈱

代表取締役会長 (現)

2001年６月 宮越商事㈱(現 クラウン㈱)

代表取締役社長 (現)

2011年10月 当社

代表取締役会長兼社長 (現)

2011年10月 深セン皇冠(中国)電子有限公司

董事長 (現)

2014年３月 深セン皇冠(中国)電子有限公司

総経理 (現)

(注)2 ―株

取締役
常務執行役員

経営企画本部長
矢 沢 俊 樹 1968年４月６日生

1992年４月 ㈱日本経済新聞

入社

2016年10月 ㈱日本経済新聞社

東京本社編集局総合編集グループ次長

2018年４月 ㈱日本経済新聞社

経営企画室経営計画担当部長

2020年４月 ㈱日本経済新聞社

編集局経済部長兼NIKKEI Financial編

集長

2021年２月 当社

常務執行役員経営企画本部長

2021年６月 当社

取締役常務執行役員経営企画本部長

（現）

(注)2
3,000株

取締役
常務執行役員
管理本部長

板 倉 啓 太 1949年２月23日生

1988年６月 ㈱クラウンユナイテッド

取締役 (現)

1993年２月 クラウン㈱

入社 管理部長

1993年６月 クラウン㈱

取締役経理部長

1995年１月 宮越商事㈱(現 クラウン㈱)

取締役管理本部長 (現)

2005年11月 隆邦医葯貿易有限公司

董事 (現)

2011年10月 深セン皇冠(中国)電子有限公司

董事

2011年10月 深セン皇冠金属成型有限公司

董事総経理 (現)

2012年６月 当社

常務取締役

2019年６月 当社

取締役常務執行役員（現）

(注)2 1,000株

取締役
(監査等委員)

田 村 幸 治 1951年５月10日生

2006年11月 ㈱日本食糧新聞社 常務取締役

ニッショク映像㈱ 社長

2008年11月 ㈱日本食糧新聞社

専務取締役

2012年11月 ㈱日本食糧新聞社

常勤監査役

2014年11月 ㈱日本食糧新聞社

常勤顧問

2015年６月 当社

取締役(監査等委員) (現)

(注)4 ―株
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

取締役
(監査等委員)

宮 越 盛 也 1969年10月18日生

1988年４月 ㈱プリンスホテル 入社

1993年５月 日本通運㈱ 入社

2002年６月 ㈱タスク

常務取締役

2006年６月 ㈱タスク

専務取締役

2010年５月 ㈱タスク

代表取締役社長 (現)

2012年６月 ㈱ビオカ

代表取締役社長 (現)

2014年６月 当社

非常勤監査役

2015年６月 当社

取締役(監査等委員) (現)

(注)4 2,200株

取締役
(監査等委員)

段 鳳 林 1964年５月31日生

1988年１月 中国鞍山鋼鉄集団公司

総経理助理

1998年３月 中国鞍山鋼鉄建設集団公司

副総経理

1999年４月 中国鞍山鋼鉄汽車公司

副総経理

2007年７月 中国鞍山鋼鉄建設集団機械化公司

総経理助理

2009年１月 中国鞍山鋼鉄建設集団機械化公司

副総経理

2011年２月 中国鋼鉄協会調査研究員 (現)

2015年６月 当社

取締役(監査等委員) (現)

(注)4 100株

計 6,300株

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。
３．取締役矢沢俊樹は、2021年６月28日開催の当社第10回定時株主総会において選任された新任取締役でありま

す。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 田村幸治 委員 宮越盛也 委員 段鳳林

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は現在３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役 田村 幸治氏

は、当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社

外取締役 宮越 盛也氏は当社の株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は当社の株式を100株所有しており

ますが、当社と両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立

性を有しております。また、田村幸治および段鳳林の両氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

当社の監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場

で監査を行うことを基本としており、更に、当社の主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国

に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経

営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては

東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報

交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換

等を行っております。
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これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監

査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・

業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名で構成されております。

当事業年度において、監査等委員会は５回開催しており、田村幸治氏及び宮越盛也氏は５回の全てに出席し、

段鳳林氏は５回のうち３回出席しております。

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画の策定、内部統制システムの運用状況、会計監

査人の監査の実施状況等であります。

また、常勤監査等委員の活動として、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、議事録や重要な決

裁書類の閲覧、関係者へのヒアリング、内部統制部門との連携等を行い、経営全般の監視に当たっております。

なお、当事業年度におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う移動制限等により、監査等委員会の

開催や取締役会への出席、関係者へのヒアリング等について、オンラインシステムを活用する等の代替手段を講

じることにより監査活動を実施いたしました。

② 内部監査の状況

内部監査の担当部署は監査室であります。内部監査は監査室長が指名する者のほか、社長の承認により指名さ

れた者が行う場合もあります。内部監査は、内部監査の担当者が、年次監査予定に基づき、定期的に社長および

監査等委員会に活動状況、内部監査の結果を報告するとともに、法令、定款に違反し、または違反する恐れがあ

ると認識した場合は速やかに監査等委員会に報告し、改善指導を実施することとしております。

また、監査等委員会が監査に必要とする情報を適時、適切に収集できる体制を確保し、監査等委員の閲覧する

資料整備に努め、更に監査等委員会の求めに応じて補助業務を行うなど監査等委員会による監査の全面的なサポ

ートを行います。

　③ 会計監査の状況

　 イ．監査法人の名称

　 興亜監査法人

　 ロ．継続監査期間

　 ４年間

　 ハ．業務を執行した公認会計士

　 武田 茂

　 伊藤 恭

　 ニ．監査業務に係る補助者の構成

　 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士１名であります。

　 ホ．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定に際しては、監査法人の概要、監査実績、監査の実施体制、監査報酬等を総合的に勘案し、

監査等委員会が面談して独立性と専門性の有無について確認したうえで 適切に選定しております。

なお、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員

会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合及びその

他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定い

たします。

　 へ．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査実施状況や監査報告書等を通じ、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び

選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき監査法人の評価を行っており、監査法人の監査が適正に

行われていることを確認しております。
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　 ④ 監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 18 ― 18 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 18 ― 18 ―

なお、当社及び連結子会社における非監査業務はありません。

　 ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（イを除く）

　 該当事項はありません。

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　 該当事項はありません。

ニ．監査報酬の決定方針

　 該当事項はありません。

　 ホ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び監査

内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項及び第３項の同意の判

断をしております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に係る事項

　 イ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に係る事項

　 a 基本的な考え方

・公正性、透明性を確保しております。

・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視する観点から、会社の業績との連動性を確保し、職責と

成果を反映しております。

b 報酬の体系

　 ・取締役の報酬は、原則として、固定報酬のみとしております。

c 個人別の報酬額の決定方法

・取締役会において決定することとしております。

・その客観性および透明性を確保するために、構成メンバーは社外取締役および独立社外取締役が過半を占

めております。

・取締役会は、個人別報酬額を、柔軟かつ機動的に行う観点から、代表取締役会長兼社長へ委任しておりま

す。

d 固定報酬の決定方針

　 ・取締役の固定報酬は月額報酬とし、在任中、定期的に支給しております。

e 監査等委員である取締役の報酬等について

・監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬のみとしており、当社の定める一定の基準に従い、監査等

委員の協議により決定しております。

ロ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の

決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬の額は、2015年６月26日

開催の第４回定時株主総会において、それぞれ年額10億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな

い。）および年額１億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除

く。）の員数は３名、監査等委員である取締役の員数は３名であります。
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ハ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長 宮越邦正が、取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は、各取締役の月額報酬の額でありま

す。委任の理由および権限が適切に行使されるための措置は、「イ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決

定方針に係る事項 c 個人別の報酬額の決定方法」に記載のとおりです。委任を受けた代表取締役会長兼社長

は、当該方針に従って報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判

断しております。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役(監査等委員を
除く。)
(社外取締役を除く。)

22 22 ― ― ― 2

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

― ― ― ― ― ―

社外役員 4 4 ― ― ― 3

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を

純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

② クラウン株式会社における株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会

社）であるクラウン株式会社については以下のとおりであります。

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

ロ．保有目的が純投資目的である投資株式

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表
計上額の合計額
（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表
計上額の合計額
（百万円）

非上場株式 1 10 1 10

非上場株式以外の株式 ― ― ― ―

当事業年度
(百万円)

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 ― ― ―
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第５ 【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2020年４月１日から2021年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の財務諸表について、興亜監査法人による

監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,453 8,176

営業未収入金 27 154

その他 8,191 671

貸倒引当金 - △18

流動資産合計 15,672 8,983

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,089 2,117

減価償却累計額 △2,089 △2,117

建物及び構築物（純額） 0 0

機械装置及び運搬具 17 18

減価償却累計額 △16 △16

機械装置及び運搬具（純額） 1 1

その他 66 68

減価償却累計額 △59 △63

その他（純額） 7 5

有形固定資産合計 9 7

無形固定資産

のれん 196 157

土地使用権 937 896

その他 0 0

無形固定資産合計 1,134 1,054

投資その他の資産

投資有価証券 10 10

長期貸付金 5,894 13,368

その他 1,175 1,356

投資その他の資産合計 7,080 14,734

固定資産合計 8,223 15,796

資産合計 23,896 24,780
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

未払法人税等 116 102

賞与引当金 2 1

その他 354 251

流動負債合計 473 355

固定負債

繰延税金負債 282 349

退職給付に係る負債 7 7

その他 798 802

固定負債合計 1,087 1,159

負債合計 1,561 1,515

純資産の部

株主資本

資本金 9,217 9,217

資本剰余金 8,962 8,962

利益剰余金 3,826 4,582

自己株式 △0 △0

株主資本合計 22,005 22,762

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △609 △542

その他の包括利益累計額合計 △609 △542

非支配株主持分 937 1,045

純資産合計 22,334 23,265

負債純資産合計 23,896 24,780
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業収益 1,489 1,619

営業原価 160 145

営業総利益 1,328 1,474

販売費及び一般管理費 ※1 354 ※1 430

営業利益 973 1,043

営業外収益

受取利息 165 185

経費負担調整金 33 45

その他 30 10

営業外収益合計 229 241

営業外費用

租税公課 4 -

為替差損 32 -

その他 2 -

営業外費用合計 40 -

経常利益 1,163 1,284

税金等調整前当期純利益 1,163 1,284

法人税、住民税及び事業税 414 369

過年度法人税等 73 -

法人税等調整額 7 65

法人税等合計 495 434

当期純利益 668 850

非支配株主に帰属する当期純利益 79 93

親会社株主に帰属する当期純利益 589 756
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 668 850

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △134 80

その他の包括利益合計 △134 80

包括利益 533 930

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 481 823

非支配株主に係る包括利益 51 107
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,217 8,962 3,237 △0 21,416

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
589 589

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 589 △0 589

当期末残高 9,217 8,962 3,826 △0 22,005

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △501 △501 886 21,800

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
589

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△107 △107 51 △55

当期変動額合計 △107 △107 51 533

当期末残高 △609 △609 937 22,334

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,217 8,962 3,826 △0 22,005

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
756 756

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 756 △0 756

当期末残高 9,217 8,962 4,582 △0 22,762

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △609 △609 937 22,334

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
756

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
66 66 107 173

当期変動額合計 66 66 107 930

当期末残高 △542 △542 1,045 23,265
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,163 1,284

減価償却費 53 54

のれん償却額 39 39

長期前払費用償却額 97 153

貸倒引当金の増減額（△は減少） - 18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 0 0

受取利息 △165 △185

為替差損益（△は益） 35 △17

営業債権の増減額（△は増加） △14 △123

その他 64 △23

小計 1,274 1,201

利息の受取額 106 128

法人税等の支払額 △498 △443

法人税等の還付額 56 61

その他 73 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,013 947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3 △1

長期前払費用の取得による支出 △600 △467

貸付けによる支出 △7,600 △7,450

貸付金の回収による収入 7,855 7,612

定期預金の預入による支出 △8,284 △8,503

定期預金の払戻による収入 8,229 8,428

差入保証金の回収による収入 1 0

その他 223 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △179 △375

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △0 △0

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 821 587

現金及び現金同等物の期首残高 1,390 2,212

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,212 ※1 2,800
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 7社

クラウン株式会社

深セン皇冠（中国）電子有限公司

隆邦医葯貿易有限公司

深セン皇冠金属成型有限公司

CROWN PRECISION(HK)CO., LTD.

皇冠投資管理有限公司

科浪（深セン）商務有限公司

　

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない関連会社数及び名称

該当事項はありません。

　

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

クラウン株式会社を除く連結子会社６社は、いずれも12月31日を決算日としております。連結財務諸表の作成に当

たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について、連結上必要な調整を行って

おります。

　

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

　

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（在外連結子会社は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物・・・・ 2～10年

機械装置及び運搬具・・ 5～10年

その他・・・・・・・・ 2～ 8年

② 無形固定資産

土地使用権については、使用年数に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用

　均等償却を採用しております。

　

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については回収可能性を個別に検討した必要額を計上する方法によっております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の処理方法

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

　

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんについては、20年間の均等償却を行っております。

　

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

　

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　

（重要な会計上の見積り）

貸倒引当金の見積り

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　 （単位：百万円）

当連結会計年度

営業未収入金 154

貸付金（短期貸付金を含む。） 13,386

貸倒引当金 △18

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に

関する事項 (3)重要な引当金の計上基準」に記載しております。

② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

債権の区分につきましては、滞留期間の状況と過去の回収実績を分析した上で、総合的に判定しておりま

す。但し、この判定には入手可能な債務者の支払能力に関する情報に基づくため、連結財務諸表作成者の判断

が存在いたします。その判断の要素は、以下のような新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定にも大き

く左右されます。

債務者が事業拠点としております中国においては、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞が

2020年から早期に正常化しております。翌連結会計年度以降は、米中対立の政治的な要因が懸念されるものの、

同感染症拡大以前の安定した経済成長を想定しております。

債権が一般債権に区分された場合、過去の平均的な貸倒実績率に基づいて、当連結会計年度における貸倒見

積高を算定しております。その際、当該債権の信用リスクは、当連結会計年度においても著しく相違すること

なく同程度であると仮定しております。
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他方、貸倒懸念債権等特定の債権に区分された場合、債権額から保証金又は担保の処分見込額を減額し、そ

の残額に対して債務者の財政状態及び経営成績を総合的に勘案し貸倒見積高を算定しております。担保の処分

見込額は、時価に基づき、その処分によって確実に回収できると見込まれる金額を見積もっております。今般、

貸付債権に対する担保として市場性のある有価証券を受け入れており、換金価値を容易に測定できるものの、

将来における時価変動の可能性を考慮する必要があることから、簡便的に一定割合の掛目を適用しておりま

す。

③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

貸倒引当金の算定要素である信用リスクや担保の時価変動リスクが実態と大きく乖離するような場合、当該

債権に対する貸倒引当金が不足し、将来期間において認識される損失が多額となる可能性があります。

　 (表示方法の変更)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年

度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計

年度に係る内容については記載しておりません。

連結貸借対照表関係

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「短期貸付金」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、

前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示しておりました「短期貸付金」

7,660百万円及び「その他」531百万円は、「その他」8,191百万円として組み替えております。

(連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

給与手当 64百万円 70百万円

退職給付費用 0百万円 0百万円

貸倒引当金繰入額 ―百万円 18百万円

長期前払費用償却 97百万円 153百万円

（表示方法の変更）

前連結会計年度において、主要な費目として表示しておりました「役員報酬」「支払手数料」「のれん償却

額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において主要な費目として表示しておりません。

なお、前連結会計年度の「役員報酬」は38百万円、「支払手数料」は31百万円、「のれん償却額」は39百万円

です。

　

(連結包括利益計算書関係)

該当事項はありません。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 40,014,943 ― ― 40,014,943

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 437 100 ― 537

(注) 自己株式の増加株式数100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

当連結会計年度において、配当金の支払を実施しておりませんので、該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 40,014,943 ― ― 40,014,943

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 537 26 ― 563

(注) 自己株式の増加株式数26株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

当連結会計年度において、配当金の支払を実施しておりませんので、該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

現金及び預金勘定 7,453百万円 8,176百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △5,240百万円 △5,375百万円

現金及び現金同等物 2,212百万円 2,800百万円

(リース取引関係)

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、不動産開発事業に関しては、投資計画に照らして必要な資金を増資や借入れ等により調達

する方針であり、短期的な運転資金は主に自己資金又は関係会社から賄っております。一時的な余資は安全性

の高い金融資産で運用しており、デリバティブ取引及び投機的な取引については行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業未収入金は、不動産賃貸に係る未収家賃であり、顧客の信用リスクに晒されております。

長期貸付金は、保有債権を売却したこと及び資金運用として関連当事者に対し貸し付けたことにより生じた

ものであり、融資先の信用リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に関するリスク）の管理

営業債権については、契約時に信用調査を行い、預り保証金を収受するとともに、賃貸管理部門が取引先の

状況を定期的に把握し、経理部門が取引先ごとに期日及び残高を管理するなど継続的にモニタリングする体制

をとっており、それらを随時把握することによりリスクの軽減を図っております。

貸付金については、融資先の財政状態・経営成績を把握し、将来の傾向を分析するとともに、適時に返済が

行われているかを随時把握することによりリスクの軽減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき、経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、

資金調達に係る流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（(注2)参照）。

前連結会計年度(2020年３月31日)

(単位:百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 7,453 7,453 ―

(2) 営業未収入金 27 27 ―

(3) 短期貸付金 7,600 7,600 ―

(4) 長期貸付金（１年以内
　 回収予定を含む）

5,954 5,952 △1

資 産 計 21,034 21,033 △1

当連結会計年度(2021年３月31日)

(単位:百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 8,176 8,176 ―

(2) 営業未収入金 154

　 貸倒引当金(※) △18

135 135 ―

(3) 長期貸付金（１年以内
　 回収予定を含む）

13,386 13,355 △31

資 産 計 21,698 21,667 △31

※営業未収入金に対応する貸倒引当金を控除しております。
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(注１) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　満期のある預金は、満期までの期間が短いものを除き、期間に基づく区分ごとに新規に預金を行った場合に

想定される預金金利で割引いた現在価値を算定しておりますが、時価は帳簿価額に近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(2) 営業未収入金

営業未収入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を基礎

とし、ここから貸倒見積額を控除した金額をもって時価としております。

(3) 長期貸付金（１年以内回収予定含む）

長期貸付金（１年以内回収予定含む）は、債権の区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場

合に想定される利率で割引いて時価を算定しております。

　

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

（単位：百万円）

区分 2020年３月31日 2021年３月31日

非上場新株予約権 10 10

非上場新株予約権については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、表

中には含めておりません。
　

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2020年３月31日)

1年内
（百万円）

1年超5年以内
（百万円）

5年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 7,453 ― ― ―

営業未収入金 27 ― ― ―

　短期貸付金 7,600 ― ― ―

長期貸付金（１年以
　内回収予定を含む）

60 5,894 ― ―

合 計 15,140 5,894 ― ―

当連結会計年度(2021年３月31日)

1年内
（百万円）

1年超5年以内
（百万円）

5年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 8,176 ― ― ―

営業未収入金 154 ― ― ―

長期貸付金（１年以
　内回収予定を含む）

18 7,584 5,784 ―

合 計 8,348 7,584 5,784 ―

(注４) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2020年３月31日)

　該当事項はありません。

当連結会計年度(2021年３月31日)

　該当事項はありません。

(有価証券関係)

時価のある有価証券はありません。

また、時価評価されていないその他有価証券の内容については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用しております。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により、退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま

す。

２．確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付に係る負債 7百万円

退職給付費用 0百万円

退職給付の支払額 -百万円

期末における退職給付に係る負債 7百万円

(2)退職給付債務と連結財務諸表に計上された退職給付に係る負債の調整表

非積立型制度の退職給付債務 7百万円

貸借対照表に計上された負債 7百万円

退職給付に係る負債 7百万円

貸借対照表に計上された負債 7百万円

(3)退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 0百万円

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用しております。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により、退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま

す。

２．確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付に係る負債 7百万円

退職給付費用 0百万円

退職給付の支払額 -百万円

期末における退職給付に係る負債 7百万円

(2)退職給付債務と連結財務諸表に計上された退職給付に係る負債の調整表

非積立型制度の退職給付債務 7百万円

貸借対照表に計上された負債 7百万円

退職給付に係る負債 7百万円

貸借対照表に計上された負債 7百万円

(3)退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 0百万円
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(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

繰延税金資産

繰越欠損金（注） 3,764 百万円 3,756 百万円

貸倒引当金 42 47

賞与引当金 0 ―

退職給付に係る負債 2 2

その他 893 934

繰延税金資産小計 4,703 4,741

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △3,764 △3,756

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △897 △901

評価性引当額小計 △4,662 △4,658

繰延税金資産合計 40 83

繰延税金負債

土地使用権 △218 △209

その他 △104 △223

繰延税金負債合計 △323 △432

繰延税金負債の純額 △282 △349

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2020年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(※) 5 314 394 2,869 66 114 3,764百万円

評価性引当額 △5 △314 △394 △2,869 △66 △114 △3,764 〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― 　 ― 〃

　※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2021年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(※) 313 394 2,869 64 50 63 3,756百万円

評価性引当額 △313 △394 △2,869 △64 △50 △63 △3,756 〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― 　 ― 〃

　※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

法定実効税率 30.6 ％ 30.6 ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7 0.1

住民税均等割等 0.1 0.1

在外子会社適用税率差異 △6.5 △5.8

のれん償却額 1.0 0.9

　外国源泉所得税 5.0 -

在外連結子会社留保利益 1.7 7.6

評価性引当増減額（期限切れ欠損金含む） 1.4 0.2

過年度法人税等 6.3 -

その他 0.2 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.5 33.8

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当社グループは、本社における事務所の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復義務を負っておりま

すが、現状では当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、原状回復義務の履行時期を合理的に見積もる

ことが困難であることから、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(賃貸等不動産関係)

当社グループは、中国深セン市において、賃貸用の事務所、工場及び宿舎（土地使用権を含む。）を有しており

ます。2020年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,151百万円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸

費用は営業費用に計上）であり、2021年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,221百万円（賃貸収

益は営業収益に、主な賃貸費用は営業費用に計上）であります。

なお、当該不動産については、深セン市都市総合プロジェクト「ワールド・イノベーション・センター（ＷＩ

Ｃ）」（仮称）として、研究開発施設、オフィス等の建設のため、深セン市政府に対し車公廟一体開発に同意して

申告委託書を提出しております。

当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高 1,020 937

期中増減額 △82 △40

期末残高 937 896

期末時価 47,442 53,078

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．前連結会計年度の期中増減額の減少額は為替レートの変動（30百万円）及び減価償却額（52百万円）であり、

増加額はありません。また、当連結会計年度の期中増減額のうち、増加額は為替レートの変動（11百万円）

であり、減少額は減価償却額（51百万円）であります。

３．期末の時価は、中国深セン市政府認定の不動産鑑定会社による鑑定評価額であります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当連結会計年度は単一セグメントであるため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当連結会計年度は単一セグメントであるため記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社は不動産開発及び賃貸管理の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

中国 合計

1,489 1,489

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 中国 合計

4 4 9

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載をしており

ません。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社は不動産開発及び賃貸管理の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

中国 合計

1,619 1,619

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 中国 合計

2 4 7
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３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載をしており

ません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当連結会計年度は単一セグメントであるため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当連結会計年度は単一セグメントであるため記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1)提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

㈱クラウン
ユナイテッド

（注1）

東京都
大田区

１０

（百万円）
投資事業

（被所有）
直接38.7

役員の兼任

貸付金債権
の譲渡
（注2）

125 ― ―

代位弁済
（注3）

55 ― ―

経費等負担
金の受取
（注4）

33
その他

（流動資産）
8

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

フォー
シーズン㈱

(注5)

東京都
大田区

１０

（百万円）

不動産

賃貸業
―

本社事務所
の賃借

賃借料等
の支払い
（注6）

24
その他

(投資その他
の資産)

13

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．当社代表取締役 宮越 邦正とその近親者が議決権の100％を所有する会社の100％子会社であるため、「役員

及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）」にも該当します。

２．当社が保有する貸付金債権を帳簿価額と同額で譲渡したものです。

３．当社が保有する貸付金債権について代位弁済を受けたものです。

４．企業誘致活動に関する人的支援を行っており、人件費及び諸経費等の実際発生額を精算したものです。

５．当社代表取締役 宮越 邦正の近親者が議決権の100％を所有しております。

６．本社事務所の敷金及び賃借等の対価は一般的取引と同様に決定しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

㈱クラウン
ユナイテッド

（注1）

東京都
大田区

１０

（百万円）
投資事業

（被所有）
直接38.7

役員の兼任
経費等負担
金の受取
（注2）

45
その他

（流動資産） 23

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

フォー
シーズン㈱

(注3)

東京都
大田区

１０

（百万円）

不動産

賃貸業
―

本社事務所
の賃借

賃借料等
の支払い
（注4）

21
その他

(投資その他
の資産)

13

法人主要
株主

センチュリー
パラマウント
インベストメ
ント リミテ

ッド

香港

50

（千米国ド

ル）

投資事業
（被所有）

直接13.2
担保の受入

担保の受入
（注5）

2,084 － －

法人主要
株主

ロンウィン
ホールディン
グス リミテ

ッド

香港

388

（千香港ド

ル）

投資事業
（被所有）

直接12.5
担保の受入

担保の受入
（注5）

2,082 － －

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．当社代表取締役 宮越 邦正とその近親者が議決権の100％を所有する会社の100％子会社であるため、「役員

及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）」にも該当します。

２．企業誘致活動に関する人的支援を行っており、人件費及び諸経費等の実際発生額を精算したものです。

３．当社代表取締役 宮越 邦正の近親者が議決権の100％を所有しております。

４．本社事務所の敷金及び賃借等の対価は一般的取引と同様に決定しております。

５．担保の受入は、当社の貸付債権に対して、当該会社が債務者と共同して担保提供を行っているものでありま

す。なお、取引金額は当連結会計年度末現在の貸付残高であります。
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(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

㈱クラウン
ユナイテッド

（注1）

東京都
大田区

１０

（百万円）
投資事業

（被所有）
直接38.7

役員の兼任
不動産開発
業務の委託
（注2）

564
その他

(流動負債)
94

その他

の関係

会社の

親会社

ネットホール
ディング㈱
（注3）

東京都
大田区

１０

（百万円）
投資事業

（被所有）

間接38.7
役員の兼任

貸付け
（注5）

7,600 短期貸付金 7,600

利息の受取
（注5）

3 ― ―

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

フォー
シーズン㈱

(注4)

東京都
大田区

１０

（百万円）

不動産

賃貸業
―

本社事務所
の賃借

貸付金の
回収

（注5）
7,800 ― ―

利息の受取
（注5）

5 ― ―

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．当社代表取締役 宮越 邦正とその近親者が議決権の100％を所有する会社の100％子会社であるため、「役員

及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）」にも該当します。

２．不動産開発業務の委託の対価につきましては、双方協議のうえ合理的に決定しております。

３．当社代表取締役 宮越 邦正とその近親者が議決権の100％を所有する会社であるため、「役員及びその近親

者が議決権の過半数を所有している会社等」にも該当します。

４．当社代表取締役 宮越 邦正の近親者が議決権の100％を所有しております。

５．資金運用の一環として行ったものです。金利につきましては市場金利等を勘案し決定しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

㈱クラウン
ユナイテッド

（注1）

東京都
大田区

１０

（百万円）
投資事業

（被所有）
直接38.7

役員の兼任
不動産開発
業務の委託
（注2）

381 ― ―

その他

の関係

会社の

親会社

ネットホール
ディング㈱
（注3）

東京都
大田区

１０

（百万円）
投資事業

（被所有）

間接38.7
役員の兼任

貸付金の
回収

（注4）
7,600 ― ―

貸付け
（注4）

7,450 長期貸付金 7,450

利息の受取
（注4）

26 ― ―

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．当社代表取締役 宮越 邦正とその近親者が議決権の100％を所有する会社の100％子会社であるため、「役員

及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む）」にも該当します。

２．不動産開発業務の委託の対価につきましては、双方協議のうえ合理的に決定しております。

３．当社代表取締役 宮越 邦正とその近親者が議決権の100％を所有する会社であるため、「役員及びその近親

者が議決権の過半数を所有している会社等」にも該当します。

４．資金運用の一環として行ったものです。金利につきましては市場金利等を勘案し決定しております。また、

当該貸付に対する担保として、㈱クラウンユナイテッドより市場性のある有価証券を受け入れております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

１株当たり純資産額 534円73銭 555円30銭

１株当たり当期純利益金額 14円72銭 18円91銭

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．算定上の基礎

(1)１株当たり純資産額

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 22,334 23,265

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 937 1,045

（うち非支配株主持分） ( 937) ( 1,045)

普通株式に係る当期末の純資産額（百万円） 21,396 22,220

１株当たり純資産額の算定に
用いられた当期末の普通株式の数（株）

40,014,406 40,014,380

(2)１株当たり当期純利益金額

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 589 756

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

589 756

普通株式の期中平均株式数(株) 40,014,451 40,014,387

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　 該当事項はありません。

【資産除去債務明細表】

明細書に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記

載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収益 (百万円) 356 752 1,235 1,619

税金等調整前四半
期(当期)純利益金
額

(百万円) 274 577 965 1,284

親会社株主に帰属
する四半期(当期)
純利益金額

(百万円) 159 335 567 756

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 3.99 8.37 14.17 18.91

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 3.99 4.38 5.80 4.74
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,471 2,692

短期貸付金 60 18

未収入金 ※1 308 ※1 344

その他 ※1 261 ※1 386

流動資産合計 3,101 3,442

固定資産

有形固定資産 4 2

投資その他の資産

関係会社株式 3,935 3,935

長期貸付金 ※1 12,394 ※1 12,418

その他 135 135

投資その他の資産合計 16,466 16,489

固定資産合計 16,470 16,492

資産合計 19,571 19,934

負債の部

流動負債

未払金 7 10

未払費用 2 4

未払法人税等 1 2

賞与引当金 0 -

その他 1 0

流動負債合計 13 18

固定負債

退職給付引当金 7 7

固定負債合計 7 7

負債合計 21 25
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,217 9,217

資本剰余金

資本準備金 8,217 8,217

その他資本剰余金 911 911

資本剰余金合計 9,129 9,129

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,203 1,561

利益剰余金合計 1,203 1,561

自己株式 △0 △0

株主資本合計 19,550 19,908

純資産合計 19,550 19,908

負債純資産合計 19,571 19,934
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② 【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業収益 ※1 340 ※1 355

営業費用 ※2 176 ※2 176

営業利益 164 178

営業外収益

受取利息 ※1 126 ※1 124

その他 ※1 36 ※1 57

営業外収益合計 162 182

営業外費用

為替差損 6 -

営業外費用合計 6 -

経常利益 320 360

税引前当期純利益 320 360

法人税、住民税及び事業税 1 2

法人税等合計 1 2

当期純利益 319 358
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 9,217 8,217 911 9,129

当期変動額

当期純利益

自己株式の取得

当期変動額合計 - - - -

当期末残高 9,217 8,217 911 9,129

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 884 884 △0 19,231 19,231

当期変動額

当期純利益 319 319 319 319

自己株式の取得 △0 △0 △0

当期変動額合計 319 319 △0 319 319

当期末残高 1,203 1,203 △0 19,550 19,550

当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 9,217 8,217 911 9,129

当期変動額

当期純利益

自己株式の取得

当期変動額合計 - - - -

当期末残高 9,217 8,217 911 9,129

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,203 1,203 △0 19,550 19,550

当期変動額

当期純利益 358 358 358 358

自己株式の取得 △0 △0 △0

当期変動額合計 358 358 △0 358 358

当期末残高 1,561 1,561 △0 19,908 19,908
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法に基づく原価法

２．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については回収可能性を個別に検討した必要額を計上する方法によっております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上しております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

４．その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（重要な会計上の見積り）

　貸倒引当金の見積り

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

　 （単位：百万円）

当事業年度

貸付金（短期貸付金を含む。） 12,436

貸倒引当金 ―

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　 連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載した内容と実質的に同一であります。

(表示方法の変更)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係

る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係

る内容については記載しておりません。

(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

短期金銭債権 247百万円 281百万円

長期金銭債権 6,500百万円 6,500百万円
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(損益計算書関係)

※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

営業取引高(収入分) 340百万円 355百万円

営業取引以外の取引高(収入分) 101百万円 111百万円

※２ 営業費用のうち主要な費目及び金額

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

給料及び手当 52百万円 27百万円

役員報酬 38百万円 58百万円

退職給付費用 0百万円 0百万円

支払手数料 27百万円 27百万円

なお、営業費用は殆どが一般管理費であります。

（表示方法の変更）

「賞与引当金繰入額」及び「賃借料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より主要な費目と

して表示しておりません。なお、前事業年度の「賞与引当金繰入額」は0百万円、「賃借料」は18百万円であり

ます。

(有価証券関係)

子会社株式（前事業年度末の貸借対照表計上額3,935百万円、当事業年度末の貸借対照表計上額3,935百万円）に

ついては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、記載しておりません。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

繰延税金資産

賞与引当金 0 百万円 ― 百万円

退職給付引当金 2 2

繰越欠損金 98 97

その他 0 0

繰延税金資産小計 101 100

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △98 △97

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2 △2

評価性引当額小計 △101 △100

繰延税金資産合計 ― ―

繰延税金資産の純額 ― ―
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

法定実効税率 30.6 ％ 30.6 ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 0.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △28.2 △26.4

住民税均等割等 0.4 0.3

評価性引当増減額 2.5 △0.3

　子会社株式の投資簿価修正 △5.8 △3.7

　その他 0.0 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.4 0.7

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

工具、器具及び備品 6 ― ― 6 3 1 2

有形固定資産計 6 ― ― 6 3 1 2

（注）当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

賞与引当金 0 ― 0 ―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の
買取・売渡

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告
ただし、事故その他やむをえない事由により電子公告によることができない場合は、
日本経済新聞に掲載する。当社の公告掲載URLは次のとおり。
http://www.miyakoshi-holdings.com

株主に対する特典 該当事項なし

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

ん。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第９期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)2020年６月26日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2020年６月26日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

事業年度 第10期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)2020年８月７日関東財務局長に提出

事業年度 第10期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日)2020年11月13日関東財務局長に提出

事業年度 第10期第３四半期(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)2021年２月12日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書

2020年６月29日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



― 60 ―

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

2021年６月28日

宮越ホールディングス株式会社

取 締 役 会 御中

興 亜 監 査 法 人

東京都千代田区

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 武 田 茂 ㊞

　
　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 恭 ㊞

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる宮越ホールディングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、宮

越ホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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貸付金の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表において、貸付金
（1年以内回収予定を含む。）13,386百万円が計上され
ている。その計上額は、連結総資産の54.0%に相当する
重要な割合を占めている。こうした債権には、その全部
又は一部が回収不能となることによって多額の損失を被
るリスクが内在する。そこで、会社は、「【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
４．会計方針に関する事項 (3)重要な引当金の計上基
準」により所要の貸倒引当金を計上している。その際の
会計上の見積りによる不確実性は、翌連結会計年度の連
結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものとし
て、「重要な会計上の見積り」に当該内容を開示してい
る。
その計上プロセスは、入手可能な債務者の支払能力に関
する情報に基づいて債権区分を判定し、担保からの回収
可能性を評価し、最終的に債務者の経営状態を勘案して
貸倒見積高を算定することになるため、経営者の主観的
な判断を伴う。さらに、債務者が直面する経済的な環境
の変化は、経営者の判断に影響を及ぼすことになる。
以上から、当監査法人は、貸付金の回収可能性の評価に
おいて、見積要素が多分に含まれる仮定や判断の合理性
及び妥当性を重要視して、「監査上の主要な検討事項」
に該当すると判断した。

当監査法人は、貸付金の評価の合理性を検討するため、
主に以下の監査手続を実施した。
(1)内部統制の評価
貸付金の評価に関する内部統制の整備・運用状況の有効性
を評価した。その際、特に以下の点に留意した。
●債権の信用リスクに応じた区分を適切に実施するため、
債権管理が適時・適切に実施されているかどうか。
●債務者の支払能力（担保処分による回収を含む。）を判
断するために、債権回収に関係する定量的・定性的要因を
適切に考慮する統制が有効に機能しているか。
(2)貸付金の評価の合理性の検討
●債権区分及び債務者の財務分析が妥当に行われているか
どうかを評価するため、管理部門への質問及び関連資料の
閲覧を行った。また当連結会計年度末日における信用リス
クが、経済的な環境の変化によって著しく影響を受ける場
合に、定性的要因を十分に考慮して区分を判定しているか
どうかを検討した。
●担保の評価については、時価の推移や市場環境の動向を
考慮して慎重に判断した。

関連当事者との取引

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、関連当事者に対して金銭の貸付取引を行って
いる。「【関連当事者情報】１．関連当事者との取引」
によれば、関連当事者に対する貸付金残高は、連結貸借
対照表計上額の過半を占めている。なお、その際の金利
については、市場金利等を勘案して決定している旨が、
「（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等」に記載
されている。
しかしながら、債務者の属性を考慮すると、取引の目的
や条件の合理性及び適切性を慎重に検討し、その経済的
実態を適切に判断して連結財務諸表に反映する必要があ
る。
よって、当監査法人は、関連当事者との取引の存在が監
査計画を策定する上で、非常に影響を受けることから
「監査上の主要な検討事項」と判断した。

当監査法人は、関連当事者との取引における事業上の合
理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)内部統制の評価
関連当事者との取引に関する内部統制の整備・運用状況

の有効性を評価した。その際、特に以下の点に留意した。
●関連当事者との取引及び取引条件について、取締役会が
適時・適切にこれを承認するという統制が有効に機能して
いるか。
●経営者による関与度合いが当該統制機能にどのような影
響を与えているか。
(2)関連当事者との取引の検討
当該取引における事業上の合理性を評価するために、以

下の事項を検討した。
●取引スキームの複雑性
●当該他の取引との関連性
●入手可能な外部情報による取引条件の客観性及び特異性
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

　



― 63 ―

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、宮越ホールディングス株式会社

の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、宮越ホールディングス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選

択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査

人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対

して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
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※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2021年６月28日

宮越ホールディングス株式会社

取 締 役 会 御中

興 亜 監 査 法 人

東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 武 田 茂 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 恭 ㊞

　

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる宮越ホールディングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、宮越ホ

ールディングス株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

貸付金の評価の合理性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（貸付金の評価の合理性）と実質的に同一内
容であるため、記載を省略している。

関連当事者との取引

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（関連当事者との取引）と実質的に同一内容
であるため、記載を省略している。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理

的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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